
                             令和３年９月１日 

 

 保護者各位 

 

                           日進市教育委員会 

 

二学期を迎えるにあたっての新型コロナウイルス感染症に関する引き続きの

ご協力について（お願い） 

 

 日頃から、本市の教育行政にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 さて、愛知県では、デルタ株への置き換わりが進み、特に７月下旬以降、児童生徒の新

規陽性者数は増加し続けています。また、８月２７日（金）から９月１２日（日）まで緊

急事態宣言が発出されました。 

 二学期を迎えるにあたって、お子様の感染を防ぎ、お子様が感染を拡大させることがな

いようにしながら、学校教育活動を継続していくためには、お子様自身だけでなく、ご家

庭の協力が重要です。 

 つきましては、ご家庭においても、ご家族を含めて次のことにご注意いただき、お子様

の安心・安全な教育環境の確保にご協力いただきますよう、お願いいたします。 

 

１ お子様と同居の家族全員が、毎日の検温等の健康観察を実施し、お子様に発熱などの

風邪症状がみられる場合は、登校をさせないでください。 

２ 同居の家族が、ＰＣＲ検査を受ける（受けた）場合は、その検査結果が判明するまで

登校を控えてください。ただし、感染者が発生していないにもかかわらず、職場からの

指示等でＰＣＲ検査を受ける場合は除きます。 

３ お子様に発熱などの風邪症状があり、すぐに治まった場合（例：夜に発熱し、翌朝解

熱）でも、念のため１日程度、登校を控え受診することをご検討ください。 

４ 同居の家族に発熱等の症状のある方がおみえの場合は、お子様の登校や外出を控えて

ください。 

５ 同居の家族以外の人との会食は、避けてください。 

６ 不要不急の外出、特に人混みへの外出は控えてください。 

 

※ お子様が、新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査または抗原検査を受けることとな

った（受けた）場合は、休日でも必ず、学校または市役所にご連絡ください。（休日・

時間外等で学校に電話がつながらない場合は、市役所 0561-73-7111に連絡してくださ

い。） 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染者が急増しており、ご家庭の事情で登校を控える場

合で、合理的な理由があると校長が判断した場合は、「出席停止」の取扱いとなります

ので、学校にご相談ください。 

 

       担当 日進市教育委員会学校教育課  電話 0561-73-4168（直通） 

 

 

 

裏面あり 



緊急事態宣言下における学校教育活動の対応について R3.9.1 

日進市立竹の山小学校長 佐藤 尚武 

 

 感染症対策に万全を期すためには、学校だけではなく保護者の皆様のご協力も必要とな

ります。引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【児童への指導】 

● 熱中症に留意させながら、マスクの着用を促します。熱中症対策や給食時に、マス

クを外すときは、「話さない」よう指導します。 

● 外から室内に入るとき、トイレの後、清掃後等、こまめに「３０秒の手洗い（せっ

けん使用）・うがい」を促します。給食の前には、アルコール消毒で手を消毒します。

（必要に応じて、携帯用のアルコール消毒等を持参いただいても構いません） 

● 至近距離での友達との会話に注意させていきます。 

 

【衛生環境】 

● 多くの児童が手を触れる扉等は、１日１回、業者が消毒を行います。 

● 可能な限り窓を開け、常に換気に努めます。 

 

【学習活動】 

● 机は、最大限間隔を取ります。 

● 対策を講じてもなお感染リスクの高いとされる次の学習活動は、当面の間は行いま

せん。緊急事態宣言が解除された場合は、感染状況に応じて活動を工夫して行います。 

・近距離で一斉に大きな声を出す全員での音読等 

・音楽における合唱、リコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏 

・家庭科における調理実習 

  ・体育における「児童が密集したり接触したりする運動」 

   （熱中症の心配もあるため、12日までは体育の授業を可能な範囲で控えます）  

※少人数によるグループワークは必要最低限にし、行う場合は10分以内とします。 

 

【家庭への引き続きのお願い】 

● 表面にも記載しておりますが、お子様や同居家族の方に、発熱などの風邪症状がみ

られる場合は、登校をさせないでください。 

● 登校前に「健康チェックカード」に体温・体調について記入し、毎日学校へ持参さ

せてください。登校後、体調不良（３７、５℃以上の発熱）が見られましたら、保護

者の方に連絡をさせていただきます。 

● コロナ禍においては、発熱・咳等の体調不良で欠席した場合は、出席停止扱いとし

ます。用紙をお渡ししますので、登校時には、医師の許可をもらい、「登校許可報告

書」（保護者が記入）を提出してください。出席停止となる他の感染症と同様の対応

になります。 

● どの理由においても欠席連絡は、８時１５分までにメール（年・組・氏名・欠席理

由）にてお願いします。学校からの連絡については、担任より返信または電話をさせ

ていただきます。  【欠席連絡用メールアドレス：e-takesho@nisshin.ed.jp】 

    

本件についてのお問い合わせは、教頭（秋江）までお願いします。（0561-75-5330） 

 

mailto:e-takesho@nisshin.ed.jp】

